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消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について 

 

標記のことについて，令和元年１０月１日より消費税率が１０％に引き上げられたとこ

ろですが，平成２５年には消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から「消費税の円

滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」が制定され，消費税の転嫁拒否の行為の是正に関する特別措置等が講じられていると

ころです。 

つきましては，本学との取引に係る消費税の転嫁に係る相談の問い合わせ先について，

下記のとおりお知らせします。 
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【財務部契約課】 

ＴＥＬ．０１７２－３９－３７１４ 

ＦＡＸ．０１７２－３９－３０５５ 

E-Mail：jm3714@hirosaki-u.ac.jp 

 

 


